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大洲・喜多衛生事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

 

                       昭和４７年３月７日 

                                        大洲・喜多衛生事務組合条例第３号 

     

   昭和４０年３月２４日条例第１７号大洲・喜多衛生事務組合清掃条例を全文改正 

        改正 昭和４９年２月２５日  大洲・喜多衛生事務組合条例第２号 

           昭和５０年３月３１日  大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

           昭和５１年４月１日   大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

            昭和５２年７月２７日  大洲・喜多衛生事務組合条例第２号 

           昭和５３年１２月１５日 大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

            昭和５５年１２月２５日 大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

           昭和５６年４月１日   大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

            昭和５８年１２月２８日 大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

            平成元年３月２４日   大洲・喜多衛生事務組合条例第３号 

           平成６年５月６日    大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

           平成９年３月２５日   大洲・喜多衛生事務組合条例第４号 

                      平成１０年３月２３日    大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

                      平成１６年１２月２４日  大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

           平成１７年３月２８日   大洲・喜多衛生事務組合条例第３号 

平成２０年３月２６日   大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

平成２４年３月２８日   大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

平成２５年３月２９日   大洲・喜多衛生事務組合条例第２号 

平成２５年１２月２７日  大洲・喜多衛生事務組合条例第４号 

令和元年８月２２日   大洲・喜多衛生事務組合条例第１号 

令和４年１２月２６日  大洲・喜多衛生事務組合条例第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）に定めるもののほか、大洲・喜多衛生事務組合（以下「組合」という。）

の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。 

  （一般廃棄物処理計画の公示） 

第２条 法第６条第１項の規定による一般廃棄物の処理計画は、４月１日から翌年の３月３

１日までを一事業年度として定め、当該事業年度の初めに公示するものとする。 

２ 当該事業年度の中途において、前項の計画に著しい変更があった場合には、その都度公

示するものとする。 

  （収集運搬の委託） 

第３条 大洲・喜多衛生事務組合長（以下「組合長」という。）は、前条第１項の処理計画

の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を、組合以外の者に委託することができる。 

  （住民の協力義務） 

第４条 法第６条の２第４項に規定する区域内の土地又は建物の占有者（占有者がない場合

は管理者とする。以下「占有者」という。）は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、

自ら処分しないし尿については、衛生的に処理するため、組合長の指示する方法に従わな

ければならない。 

  （多量の一般廃棄物） 

第５条 法第６条の２第５項の規定による多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の

 指示に関し必要な事項は、組合長が別に定める。 
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  （一般廃棄物の処理手数料） 

第６条 組合が行うし尿及びし尿浄化槽に係る汚泥の収集、運搬及び処分等に係る手数料は、

次に定める額とする。ただし、その額に１０円未満の端数が生じたときは、当該端数を切

り捨てるものとする。 

市  町  村  別 単    位 手数料金額 
 

 大       洲       市 

（平成１７年１月１０日における 

大洲市及び長浜町の区域） 

１８リットルにつき １５６円 

 

 大       洲     市 

（平成１７年１月１０日における 

肱川町の区域） 

１８リットルにつき １７８円 

 

 大      洲      市 

（平成１７年１月１０日における 

河辺村の区域） 

１８リットルにつき １８７円 

 

 内      子      町 

（平成１６年１２月３１日における 

内子町及び五十崎町の区域） 

１８リットルにつき １６２円 

 

 内      子      町 

（平成１６年１２月３１日における 

小田町の区域） 

１８リットルにつき １８６円 

 

 伊      予      市 

（平成１７年３月３１日における 

双海町の区域） 

１８リットルにつき １９０円 

 

 

 伊      予      市 

（平成１７年３月３１日における 

中山町の区域） 

１８リットルにつき ２０１円 

 

砥      部      町 

（平成１６年１２月３１日における 

広田村の区域） 

１８リットルにつき ２２１円 

備考 １８リットル未満の端数を生じたときは、これを１８リットルとして計算する。 

２ 第１項の手数料については、組合にし尿の処理を申請した土地又は建物の占有者からそ

れぞれ徴収する。 

３ し尿汲み取りに特に困難を伴う事情があるものについては、第１項の規定にかかわらず、

特別手数料を徴収することができる。 

４ 前項の特別手数料は、組合長が別に定める。 

 （手数料の減免） 

第７条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する土地又は建物の占有者については、その

申請により、前条の手数料を減免することができる。 

（１） 当該手数料を納付する資力がないと組合長が認めた者 

（２） 災害その他特別の事情があると認めた者 

 （一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可） 

第８条 法第７条第１項及び浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５条第１項の規定に

よる許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を組合長に提出しなければならな

い。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも、また同様とする。 

 （許可証の交付） 

第９条 組合長は、前条に規定する申請者に対し許可したときは、その者に許可証を交付す
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る。 

２ 前項の規定により、許可証を交付された者（以下「許可業者」という。）は、当該許可

証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその理由を組合長に届け出て、許可証の再交付

を受けなければならない。 

 （営業の休止及び廃止） 

第１０条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、そ

の３０日前までに、組合長に届け出なければならない。 

 （施設及び器材の検査） 

第１１条 許可業者は、積換場、処理場、車庫等の施設、収集用運搬車等の器材について、

 組合長が行う定期及び随時の検査を受けなければならない。 

２ 組合長は、前項の検査に合格した者について、検査証を交付する。 

３ 前項の検査証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその理由を組合長に届け出て、検

査証の再交付を受けなければならない。 

４ 検査証は施設又は器材の見やすい箇所に表示しておかなければならない。 

 （従業員の身分証） 

第１２条 許可業者は、一般廃棄物の収集及び運搬に従事する者の住所、氏名及び生年月日

を組合長に届け出て、身分証の交付を受けなければならない。 

２ 前項の規定により身分証の交付を受けた者は、作業に従事するときは身分証を携帯し、

 その提示を求められたときは、これに応じなければならない。 

３ 身分証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその理由を組合長に届け出て、身分証の

再交付を受けなければならない。 

 （許可証、検査証及び身分証の返納等） 

第１３条 許可業者は、許可証、検査証及び身分証を他人に譲渡し、又は貸与してはならな

い。 

２ 許可業者は、許可証、検査証及び身分証の有効期限が満了し、又は許可が取り消された

ときは、その日から７日以内に許可証、検査証及び身分証を組合長に返納しなければなら

ない。 

３ 許可業者が業を廃止し、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併

後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を組合長に届け出て許可証、検査証及び身分

証を返納しなければならない。 

４ 許可業者は、前条第１項の規定により身分証の交付を受けた従業員が死亡し、又は離職

したときは、直ちにその旨を組合長に届け出て、その者の身分証を返納しなければならな

い。 

 （同業組合の設立等の届出） 

第１４条 許可業者が、同業の組合を設立したときは、１０日以内にその組合の規約及び組

合員名簿を添えて組合長に届け出なければならない。組合の名称、規約及び名簿に変更が

あったときは、また同様とする。 

 （許可申請等手数料） 

第１５条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請、届出又は検査の際、納

付しなければならない。 

（１） 法第７条第１項の規定による許可を受けようとする者 

                  １件につき  ８，０００円 

（２）  浄化槽法第３５条第１項の規定による許可を受けようとする者 

                １件につき  ８，０００円 

（３） 前２号に掲げるによる許可証の再交付を受けようとする者 

                  １件につき  ２，６００円 

（４） 第１１条第１項の規定による施設又は器材の検査を受けようとする者 



 4

                  １件につき    ５００円 

（５） 第１１条第３項の規定による検査証の再交付を受けようとする者 

                １件につき    ３００円 

（６） 身分証の交付を受けようとする者 

                  １件につき    ３００円 

（７）  身分証の再交付を受けようとする者 

            １件につき    ３００円 

 （処理施設） 

第１６条 廃棄物を適正に処理するため、組合に次の処理施設を設置する。            

      大洲・喜多衛生事務組合 

              し尿処理施設 清流園 大洲市米津乙１番地の２ 

２ 前項の処理施設に、次の職員を置く。 

            (1)  園長 

            (2)  その他必要な職員 

 （技術管理者の資格） 

第１７条 法第２１条第３項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 
 ⑴ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、

上下水道部門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。） 
 ⑵ 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、

１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑶ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第８

条の１７第２号イからチまでに掲げる者 
 ⑷ 前３号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 
 （し尿処理施設への投入） 

第１８条 し尿の許可業者は、組合長の指示するところに従い、し尿又はし尿浄化槽に係る 

 汚泥を第１６条第１項のし尿処理施設に投入しなければならない。 

 （使用料） 

第１９条 前項の規定により、し尿処理施設に投入する者から徴収する使用料については、

清流園使用料徴収条例（平成２４年大洲・喜多衛生事務組合条例第２号）第３条の規定に

基づき計算した額とする。 

 （報告の徴収） 

第２０条 許可業者及びし尿浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理費及

び処理方法又はし尿浄化槽の点検及び清掃に関して、組合長の定めるところにより報告し

なければならない。 

 （委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。 

      附 則 

  この条例は公布の日から施行する。 

     附 則（昭和４９年２月２５日大洲･喜多衛生事務組合条例第２号） 

  この条例は昭和４９年４月１日から施行する。 

      附 則（昭和５０年３月３１日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  この条例は昭和５０年４月１日から施行する。 

      附 則（昭和５１年４月１日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  この条例は昭和５１年５月１日から施行する。 

      附 則（昭和５２年７月２７日大洲･喜多衛生事務組合条例第２号） 

 この条例は昭和５２年８月１０日から施行する。 

      附 則（昭和５３年１２月１５日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 
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  この条例は昭和５４年４月１日から施行する。 

      附 則（昭和５５年１２月２５日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  この条例は昭和５６年４月１日から施行する。 

      附 則（昭和５６年４月１日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  この条例は昭和５６年４月１日から施行する。 

      附 則（昭和５８年１２月２８日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  この条例は昭和５９年４月１日から施行する。 

      附 則（平成元年３月２４日大洲･喜多衛生事務組合条例第３号） 

  この条例は平成元年４月１日から施行する。 

      附 則（平成６年５月６日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  この条例は平成６年７月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月２５日大洲･喜多衛生事務組合条例第４号） 

  この条例は平成９年４月１日から施行する。 

      附 則（平成１０年３月２３日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  １．この条例は、公布の日から施行する。 

  ２．改正後の大洲･喜多衛生事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第１５条第１号

  及び第２号の規定は、平成１０年４月１日以後の許可にかかる申請について適用し、平

  成１０年４月１日前にかかるものについては、なお従前の例による。 

 附 則（平成１６年１２月２４日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

 この条例中第１条の規定は平成１７年１月１日から、第２条の規定は同年１月１１日から

施行する。 

      附 則（平成１７年３月２８日大洲･喜多衛生事務組合条例第３号） 

  この条例は平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例第６条第１項の規定にかかわらず、平成２０年７月１日から平成２１年３

月３１日までに徴収すべき第６条第１項の手数料については、次表のとおりとする。 

市 町 村 別 単   位 手数料金額 

大     洲     市 

（平成１７年１月１０日における 

大洲市及び長浜町の区域） 

１８リットルにつき １２０円 

大     洲     市 

（平成１７年１月１０日における 

肱川町の区域） 

〃 １３７円 

大     洲     市 

（平成１７年１月１０日における 

河辺村の区域） 

〃 １４３円 

内     子     町 

（平成１６年１２月３１日における 

内子町及び五十崎町の区域） 

〃 １２４円 

伊     予     市 

（平成１７年３月３１日における 

双海町の区域） 

〃 １４６円 
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伊     予     市 

（平成１７年３月３１日における 

中山町の区域） 

〃 １５４円 

砥     部     町 

（平成１６年１２月３１日における 

広田村の区域） 

〃 １６９円 

備考 １８リットル未満の端数を生じたときは、これを１８リットルとして計算する。 

      附 則（平成２４年３月２８日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  この条例は平成２４年４月１日から施行する。 

      附 則（平成２５年３月２９日大洲･喜多衛生事務組合条例第２号） 

  この条例は公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２７日大洲･喜多衛生事務組合条例第４号） 

  この条例は平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年８月２２日大洲･喜多衛生事務組合条例第１号） 

  （施行期日） 

１ この条例は令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大洲・喜多衛生事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

手数料に関する規定は、この条例の施行の日以後のし尿及びし尿浄化槽汚泥の収集、運搬

及び処分等に係る手数料について適用し、同日前のし尿及びし尿浄化槽汚泥の収集、運搬

及び処分等に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年１２月２６日大洲･喜多衛生事務組合条例第３号） 

  （施行期日） 

１ この条例は令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大洲・喜多衛生事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

手数料に関する規定は、この条例の施行の日以後のし尿及びし尿浄化槽汚泥の収集、運搬

及び処分等に係る手数料について適用し、同日前のし尿及びし尿浄化槽汚泥の収集、運搬

及び処分等に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

 


